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水産物販売促進緊急対策事業 第2次公募

2020年6月15日まで募集期間

目的

新型コロナウイルス感染症の世界的な拡大を受け、インバウンドの減少や輸出の停滞等により、在庫の滞留、価格の低下、売上げ
の減少等が生じている水産物等について、販売促進を行うことにより将来のインバウンド需要等に対応できる生産・供給体制を維
持することを目的とします。

支援内容

◆事業の概要
(1) インターネット通販等を活用した販売促進
　　インターネット通販等を活用して、インバウンドの減少や輸出の停滞等により、在庫の滞留や価格の低下等が生じている水産
物等を出品し、
　全国送料（梱包材・冷媒費用を含む）の無償化の支援を行うことにより水産物の販売促進に係る取組を行う。

（2）外食産業・食品加工業・料理家・調理師学校等の新商品開発への試供品提供
　　水産物を使用して新たな製品・商品開発（デリバリー・テイクアウト向けなど）を行いたい外食産業・食品加工業・料理家・
調理師学校等に
　対して、インバウンドの減少や輸出の停滞等により、在庫の滞留や価格の低下等が生じている水産物等を試供品として提供する
とともに、新たに
　開発された製品・商品リスト及びレシピ本等を作成して、全国的な販売促進活動に活用するための取組を行う。

（3）販売促進会・PR活動の実施
全国各地において販売促進会及びPR活動を実施し、販促資材等の作成・配布や在庫として滞留している水産物等を試供品として
提供する取組を行う。

◆事業対象品目
本事業の事業対象品目は、水産物販売促進緊急対策事業実施要領第３に従い、将来のインバウンドや輸出需要等にも対応できる持
続的な国内生産及び供給体制を維持している次に掲げる水産物とします。
・マグロ類
・ホタテガイ
・ブリ類
・マダイ
・フグ類
・ウナギ

対象者の詳細

民間団体等（民間企業、一般財団法人、一般社団法人、公益財団法人、公益社団法人、協同組合、企業組合、特定非営利活動法人
、学校法人、特殊法人、認可法人、独立行政法人等）とするほか、複数の民間団体等が本事業の実施のために組織した任意団体（
民法上の組合に該当するもの。以下「協定機関」という。）による提案も可とします。

お問い合わせ

東京都千代田区霞が関 1-2-1
水産庁増殖推進部栽培養殖課
養殖指導班、養殖企画班
 （担当：今井・中西）
03-3502-8111
（内線：6820、6821）



担当者

 
会社名：しごとのプロ出版株式会社
担当　： 受付窓口
住所　：東京都港区高輪3-25-22高輪カネオビル6F

当サービスは業務委託先が提供しており、サービス内容･品質についてはしごとのプロ出版株式会社が保証するものではありません。
サービスのご利用はお客さまの判断の元で行なってください。万一サービス提供を受けた結果損害が生じても、しごとのプロ出版株式会社は責任を負いか
ねます。
補助金、助成金検索サービスである業務委託先へお客さま情報(企業情報)を提供し作成した資料となっております。
≪お客さま情報(企業情報)お取り扱いについて≫
提供先　　　　：株式会社グランドツー（住所：東京都渋谷区南平台町3-13 新掘ビル3F電話：03-6427-0944）
利用目的　　　：株式会社グランドツーはお預かりした情報を補助金、助成金検索の目的で利用します。
提供される内容：該当する可能性がある補助金、助成金


